
官民ファンドの運営に係るガイドラインの一部改正について 

令 和 ２ 年 1 X 月 X X 日 

官民ファンドの活用推進に関する 

関 係 閣 僚 会 議 決 定 案 

官民ファンドの運営に係るガイドライン（平成25年９月27日官民ファンドの活用推

進に関する関係閣僚会議決定、平成26年６月27日一部改正、平成26年12月22日一部改

正、平成27年７月31日一部改正、平成27年12月18日一部改正、令和元年11月29日一部

改正）の一部を次のように改正する。 

 前文（注1）中「地域低炭素投資促進ファンド事業」を「地域脱炭素投資促進ファン

ド事業」に改める。 

資料２ 



官民ファンドの運営に係るガイドラインの一部改正案 新旧対照表 

1 

改     正     案 現     行 

日本経済を停滞から再生へ、そして成長軌道へと定着させるため、成長戦

略により、企業経営者の、そして国民一人ひとりの自信を回復し、「期待」を

「行動」へと変えていき、澱んでいたヒト・モノ・カネを一気に動かしてい

く。大胆な新陳代謝や新たな起業を促し、研究開発を加速し、地域のリソー

スを活用し、農林水産業を成長産業にし、日本の産業と企業のグローバル化

を促進し、社会資本整備等に民間の資金や知恵を導入する。これらの施策を

推進するために、財政健全化、民業補完に配意しつつ、官民ファンドが効果

的に活用されることが期待されている。 

官民ファンドが民間資金の呼び水として効果的に活用されるためには、①

各々の政策目的に応じた投資案件の選定・採択が適切に行われていること、

②投資実行後のモニタリングが適切に行われていること、③投資実績が透明

性を持って情報開示されており、監督官庁及び出資者たる国及び民間出資者

に適時適切に報告されていること、④成長戦略の観点から特に重視すべき、

創業・ベンチャー案件への資金供給について特段の配慮がなされているこ

と、⑤官民ファンドが民業圧迫になっておらず、効率的に運用されているこ

と、等が重要である。 

政府としては、関係行政機関が官民ファンドを設立して終わりにするので

はなく、日本経済の成長のため、官民ファンドが政策目的に沿って運営され

るよう、官民ファンドの活動を評価、検証し、所要の措置を講じていくこと

が必要である。 

このような観点から、官民ファンドの運営上の課題について、世耕内閣官

房副長官を座長として、関係府省と有識者からなる「官民ファンド総括アド

バイザリー委員会」を開催して検討を行い、同委員会として、「官民ファンド

の運営に係るガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）をまとめた。

日本経済を停滞から再生へ、そして成長軌道へと定着させるため、成長戦

略により、企業経営者の、そして国民一人ひとりの自信を回復し、「期待」を

「行動」へと変えていき、澱んでいたヒト・モノ・カネを一気に動かしてい

く。大胆な新陳代謝や新たな起業を促し、研究開発を加速し、地域のリソー

スを活用し、農林水産業を成長産業にし、日本の産業と企業のグローバル化

を促進し、社会資本整備等に民間の資金や知恵を導入する。これらの施策を

推進するために、財政健全化、民業補完に配意しつつ、官民ファンドが効果

的に活用されることが期待されている。 

官民ファンドが民間資金の呼び水として効果的に活用されるためには、①

各々の政策目的に応じた投資案件の選定・採択が適切に行われていること、

②投資実行後のモニタリングが適切に行われていること、③投資実績が透明

性を持って情報開示されており、監督官庁及び出資者たる国及び民間出資者

に適時適切に報告されていること、④成長戦略の観点から特に重視すべき、

創業・ベンチャー案件への資金供給について特段の配慮がなされているこ

と、⑤官民ファンドが民業圧迫になっておらず、効率的に運用されているこ

と、等が重要である。 

政府としては、関係行政機関が官民ファンドを設立して終わりにするので

はなく、日本経済の成長のため、官民ファンドが政策目的に沿って運営され

るよう、官民ファンドの活動を評価、検証し、所要の措置を講じていくこと

が必要である。 

このような観点から、官民ファンドの運営上の課題について、世耕内閣官

房副長官を座長として、関係府省と有識者からなる「官民ファンド総括アド

バイザリー委員会」を開催して検討を行い、同委員会として、「官民ファンド

の運営に係るガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）をまとめた。



官民ファンドの運営に係るガイドラインの一部改正案 新旧対照表 

2 

今後、関係府省一体となって定期的に官民ファンドの運営状況等の検証を行

うこととするため、今般、「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議」

（以下「閣僚会議」という。）を設け、ガイドラインを閣僚会議決定とすると

ともに、閣僚会議の下に、関係府省と有識者からなる「官民ファンドの活用

推進に関する関係閣僚会議幹事会」（以下「幹事会」という。）を置き、これ

らをガイドラインに基づいて定期的な検証を行う場として位置づけること

とする。 

なお、閣僚会議及び幹事会での検証は、閣僚会議の構成員となる各府省の

大臣が所管するもののうち主なもの（注 1）を中心に行うこととするが、構

成員以外の府省が所管のものも含め、他のファンドの検証へのガイドライン

の活用についても継続的に検討していくこととする。 

 

（注 1）検証を行う主たる官民ファンドは、（株）産業革新投資機構、（独）中

小企業基盤整備機構、（株）地域経済活性化支援機構、（株）農林漁業成長産

業化支援機構、（株）民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプロ

グラム、（株）海外需要開拓支援機構、耐震・環境不動産形成促進事業、（株）

日本政策投資銀行における特定投資業務、（株）海外交通・都市開発事業支援

機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、（株）海外通信・放送・郵便事業

支援機構、地域脱炭素投資促進ファンド事業 

 

（略） 

 

今後、関係府省一体となって定期的に官民ファンドの運営状況等の検証を行

うこととするため、今般、「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議」

（以下「閣僚会議」という。）を設け、ガイドラインを閣僚会議決定とすると

ともに、閣僚会議の下に、関係府省と有識者からなる「官民ファンドの活用

推進に関する関係閣僚会議幹事会」（以下「幹事会」という。）を置き、これ

らをガイドラインに基づいて定期的な検証を行う場として位置づけること

とする。 

なお、閣僚会議及び幹事会での検証は、閣僚会議の構成員となる各府省の

大臣が所管するもののうち主なもの（注 1）を中心に行うこととするが、構

成員以外の府省が所管のものも含め、他のファンドの検証へのガイドライン

の活用についても継続的に検討していくこととする。 

 

（注 1）検証を行う主たる官民ファンドは、（株）産業革新投資機構、（独）中

小企業基盤整備機構、（株）地域経済活性化支援機構、（株）農林漁業成長産

業化支援機構、（株）民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプロ

グラム、（株）海外需要開拓支援機構、耐震・環境不動産形成促進事業、（株）

日本政策投資銀行における特定投資業務、（株）海外交通・都市開発事業支援

機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、（株）海外通信・放送・郵便事業

支援機構、地域低炭素投資促進ファンド事業 

 

（略） 

 

 


